
『
壗
嚢
妙
』
全
七
巻
は
従
来
か
ら
中
世
の
百
科
事
典
と
し
て
、
主
に
中
世

文
学
や
国
語
学
の
分
野
で
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、
『
壗
嚢
紗
』
そ
の
も
の
に

言
及
し
た
論
文
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
、
編
者
行
誉
が
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
膨
大
な
書
物
を
為
す
に
至
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
『
壗
嚢
紗
』
を
評
し
て
、
「
こ
う
し
た
広
範
雑

（
１
）

多
な
知
識
に
通
じ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
時
代
の
知
識
層
の
教
養
の
あ
り
方
」

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
雑
多
な
知
識
の
集
積
が

い
か
な
る
意
図
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

室
町
時
代
に
お
け
る
知
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

稿
者
は
以
前
、
『
壗
嚢
妙
』
を
編
者
行
誉
の
教
育
的
姿
勢
の
強
く
反
映
し

た
童
蒙
書
の
一
種
と
見
る
視
点
を
提
示
し
鰹
。
本
稿
で
は
前
稿
の
続
編
と

し
て
、
『
壗
嚢
紗
』
の
特
徴
で
あ
る
問
答
形
式
に
注
目
し
、
答
え
の
逸
脱
部

分
に
見
ら
れ
る
編
者
の
関
心
の
方
向
を
中
心
に
、
『
壗
嚢
紗
』
に
お
け
る
知

は
じ
め
に

『
壗
雲
紗
』
に
お
け
る
知

Ｉ
答
え
の
逸
脱
と
説
話
運
用
に
見
る
政
道
論
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

『
壗
嚢
妙
』
は
「
五
節
句
ト
云
ハ
何
々
。
井
其
由
来
如
何
」
「
端
午
ト
ハ

何
ソ
」
「
五
月
生
ル
、
子
二
親
不
利
也
ト
云
ハ
實
欺
」
な
ど
の
問
い
に
対
し

て
、
和
漢
の
書
や
仏
典
、
説
話
を
挙
げ
な
が
ら
考
証
し
回
答
す
る
と
い
う
形

態
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
問
答
形
式
に
よ
っ
て
読
者
を
啓
蒙
す
る

形
態
は
、
『
堵
嚢
妙
』
が
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
『
塵
袋
』
や
『
東
山

往
来
』
な
ど
に
す
で
に
見
ら
れ
駒
＃
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
壗
嚢
紗
』

の
問
答
に
は
そ
れ
ら
先
行
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
。
答
え
の

内
容
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
別
の
方
向
に
逸
脱
し
て
い
く
事
例
が
散
見

す
る
の
で
あ
る
。

足
モ
無
ク
テ
大
ナ
ル
太
刀
ヲ
野
太
刀
卜
云
ハ
麿
野
ナ
ト
ー
ー
持
太
刀
欺
。

ａ

二
カ

ハ
。
卜

（
１
）
矧
対
刎
劉
ヨ
ヨ
洞
割
剥
劉
三
宝
名
義
紗
井
順
和
名
短
刀
又
野
劔
書

ナ
ッ
ケ
テ

テ
ノ
ダ
チ
ト
ヨ
ム
。
野
二
持
義
ニ
ア
ラ
ス
。
野
ノ
字
二
目
云
ハ
論
語

の
あ
り
方
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

－

小
助
川
元
太

一

八



集
云
、
花
ヲ
重
ズ
ル
事
、
直
牡
丹
芳
ニ
ア
リ
ト
。
以
テ
知
ヌ
。
自
余

的
ソ
ツ

Ｉ

ノ
事
二
實
ヲ
重
ン
ス
ト
云
事
ヲ
・
太
刀
ハ
是
生
涯
ノ
所
用
、
一
命
ノ
守
禦

ク
ワ

也
・
花
ヲ
先
ト
シ
テ
身
不
叶
具
足
所
持
セ
ン
事
、
豈
虚
ナ
ラ
サ
ラ
ン
ヤ
。

カ
タ
ト
ル

夫
武
ノ
道
ハ
虚
實
ヲ
以
テ
勝
負
ヲ
定
ム
。
サ
レ
ハ
兵
書
云
、
兵
形
象
レ

ニ
ノ
ュ
ク
コ
ト
サ
ッ
テ
ヲ
ク
レ
ル
ニ

ハ
テ
ミ
ナ
ル
ヲ
ツ
ム
ナ
シ
キ
ヲ

水
、
々
行
避
レ
高
而
就
レ
下
。
兵
之
形
避
レ
責
而
撃
レ
虚
卜
。

”
〃
二

、
ン

（
３
）
云
ョ
リ
是
一
向
推
量
也
。
普
人
問
給
へ
・
問
タ
ラ
ン
ニ
、
若
覚

ハ

悟
無
面
目
ナ
カ
ラ
ン
ト
思
う
事
、
故
実
ニ
似
ダ
ル
共
ア
ル
マ
シ
キ
事
ナ

ツ
ム
ハ
二

二
ハ
ニ

云
、
先
進
二
礼
楽
一
野
人
也
、
後
進
二
礼
楽
一
君
子
也
ト
。
貴
キ
ヲ
ハ
君
子

ト
シ
、
賎
ヲ
ハ
野
人
ト
ス
。
又
野
僧
ト
云
ハ
卑
キ
ヲ
云
。
無
二
容
儀
一
ナ

ヲ
プ
ル

ル
事
歎
。
ホ
ル
ニ
太
刀
ハ
身
二
侃
物
ナ
レ
ハ
、
足
以
下
ノ
漿
束
ア
ル

ヲ
ビ
ト
リ

ヘ
キ
ー
、
鐸
護
ナ
ト
モ
無
ク
テ
異
躰
ナ
レ
ハ
、
卑
劣
ノ
義
ヲ
以
テ
野
劔

卜
云
欺
。
但
シ
先
短
刀
ト
書
ク
。
太
ヲ
略
ス
ル
也
。
殊
短
ノ
字
ア
リ
。

ツ
ラ
ノ
叱
、

豈
大
太
刀
ナ
ラ
ン
ヤ
。
情
是
ヲ
思
フ
ニ
今
ノ
打
刀
ナ
ル
ヘ
キ
歎
。
和

名
等
其
外
古
キ
物
二
打
刀
ト
云
名
ナ
シ
。
近
比
云
出
セ
ル
ニ
ヤ
。
結
句

ウ
チ

是
ヲ
内
刀
ト
書
ク
。
内
ニ
テ
指
二
刀
ノ
大
ナ
ル
ヘ
キ
歎
。
椎
テ
是
ヲ
云

ハ
、
建
武
ノ
比
ヨ
リ
大
太
刀
多
成
ト
云
う
。
サ
レ
ハ
太
平
記
ニ
モ
元
弘

サ
ン
ト
ノ
ヨ
セ

元
年
二
山
徒
都
へ
寄
タ
リ
シ
ニ
、
丹
波
国
人
佐
治
孫
三
郎
力
太
刀
ヲ
バ
、

其
比
曽
テ
ナ
ガ
、
リ
シ
、
五
尺
三
寸
ノ
太
刀
ト
書
リ
。
知
ヌ
、
建
武
ヨ

リ
多
ク
成
ト
云
事
ヲ
。
當
時
ハ
天
下
一
向
大
太
刀
也
。
是
二
引
レ
テ
古

ノ
タ
チ

ヘ
ノ
短
刀
ヲ
長
ク
成
シ
テ
。
野
太
刀
卜
云
故
二
昔
ノ
短
刀
ヲ
ハ
今
打
刀

卜
名
ク
ル
欺
。

マ
サ

（
２
）
角
大
太
刀
ノ
ミ
多
キ
事
、
ヨ
モ
人
ノ
カ
ノ
悉
ク
昔
二
勝
ル
事
ハ

肥
ｗ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｂ
彦
防
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ク
ワ
Ｃ

侍
ラ
シ
・
只
人
毎
花
ヲ
為
本
故
欺
・
若
花
ヲ
先
ト
シ
テ
是
ヲ
好
マ
ハ
、
文

『
壗
嚢
紗
』
に
お
け
る
知

一
一

ヌ
ト

ン
。
若
又
人
間
レ
ン
時
モ
、
不
し
知
云
ハ
ン
ヲ
カ
タ
ク
ナ
ニ
思
テ
當
ラ

ニ
ニ
ル
ヲ
ハ
ト
セ
ヨ

ヌ
返
事
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
孔
子
既
子
路
、
不
し
知
不
レ
知
、
是
知
ナ
リ

ヘ

ト
教
給
ヘ
リ
。

（
４
）
サ
レ
ハ
或
時
、
院
ニ
テ
信
西
入
道
、
敦
親
ュ
、
シ
キ
博
士
カ
ナ
。

物
ヲ
問
ハ
不
し
知
々
々
ト
云
ト
申
サ
レ
ケ
レ
ハ
、
信
頼
卿
不
レ
知
云
ン
ハ

何
ノ
イ
ミ
シ
キ
カ
ラ
ン
ソ
ト
ノ
給
ヒ
ケ
レ
ハ
、
身
二
才
智
ア
ル
者
ハ
不
レ

ル

キ

知
云
事
ヲ
不
し
耽
也
・
実
二
才
無
者
ノ
ヨ
ロ
ヅ
ノ
事
ヲ
知
顔
ニ
ス
ル
也
。

都
テ
学
問
ヲ
ス
レ
ハ
ト
テ
皆
ノ
事
ヲ
知
明
ム
ル
事
ト
思
ヘ
ル
ハ
愚
人

ヲ
モ
ン
ハ
カ
リ
ノ

ワ
キ
マ
フ
ル

慮
短
才
態
也
。
大
小
事
ヲ
辨
マ
デ
ス
ル
ヲ
学
問
ノ
極
メ
ト
云

也
。
其
ヲ
知
リ
ヌ
レ
ハ
難
議
ヲ
問
レ
テ
不
し
知
ト
云
ヲ
趾
ト
セ
ヌ
也
ト

ソ
申
サ
レ
ケ
ル
。
（
後
略
）
（
巻
－
１
価
条
）

問
い
は
「
野
太
刀
」
に
つ
い
て
だ
が
、
（
１
）
の
傍
線
ａ
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
行
誉
は
自
ら
の
答
え
に
確
信
を
持
て
な
い
よ
う
で
あ
る
。
先
行
資
料

ノ
タ
チ

を
引
き
な
が
ら
の
厳
密
な
考
証
の
末
、
昔
の
「
短
刀
」
を
長
く
し
た
も
の
が

「
野
太
刀
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
を
出
す
。
（
２
）
で
は
そ
の
考
証
過
程

で
触
れ
た
大
太
刀
が
話
題
と
な
る
。
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
傍
線
ｂ
の

華
美
な
こ
と
を
重
視
し
て
非
実
用
的
な
太
刀
を
持
つ
人
々
に
対
す
る
批
判
で

あ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
「
文
集
云
」
以
下
の
傍
線
Ｃ

で
あ
る
。
こ
れ
は
白
楽
天
「
新
楽
府
」
五
十
首
の
中
の
「
牡
丹
芳
」
の
一
句

で
あ
る
が
、
詩
の
中
で
は
前
の
句
「
人
心
重
華
不
重
實
」
と
合
わ
せ
て
は
じ

め
て
「
人
の
心
は
華
美
を
重
ん
じ
て
質
実
を
重
ん
じ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
華
美
を
重
ん
ず
る
風
潮
が
そ
の
ま
ま
牡
丹
の
芳
し
い
の
を
愛
す
る
こ
と

に
な
っ
て
現
れ
蔵
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
引
用
の
仕
方

九



は
調
諭
詩
「
牡
丹
芳
」
の
内
容
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を

表
し
て
い
る
。
行
誉
の
批
判
は
当
時
の
多
く
の
武
士
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
傍
線
ｄ
に
「
太
刀
ハ
是
生
涯
ノ
所
用
」
と
い
う
、
僧

侶
で
あ
る
行
誉
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
記
述
が
見
ら
れ
、
そ
の
後
に
「
兵

書
云
」
と
し
て
『
孫
子
』
「
虚
実
」
の
一
部
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
壗

嚢
紗
』
素
間
（
巻
一
～
四
）
が
武
家
の
子
弟
の
た
め
に
書
か
れ
た
こ
と
を
表

す
証
拠
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
（
３
）
で
は
一
転
し
て
、
（
１
）
で
述
べ
た
答
え
が
「
推
量
」
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
他
の
人
に
尋
ね
る
こ
と
を
勧
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
、

人
に
問
う
こ
と
を
恥
じ
ず
、
ま
た
、
知
ら
な
い
こ
と
は
知
ら
な
い
と
言
え
る

姿
勢
が
学
問
に
は
大
切
だ
と
い
う
教
訓
に
結
び
つ
け
る
。
（
４
）
は
そ
の
例

証
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
続
古
事
談
』
二
第
十
六
話
に
よ
る
も
の
で
、
知
ら

な
い
こ
と
を
「
不
知
」
と
言
え
る
敦
親
を
信
西
が
褒
め
る
と
い
う
説
話
で
あ

る
。
（
３
）
（
４
）
は
一
見
満
足
な
回
答
を
出
せ
な
い
行
誉
が
自
分
を
正
当

化
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
が
学
問
へ
の
姿
勢
を
説

く
教
訓
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
（
２
）
（
３
）
（
４
）
は
問
い
に
対
す
る
答
え
で
は
な
く
、

問
答
の
内
容
に
こ
と
よ
せ
て
世
相
批
判
や
教
訓
を
挿
入
し
た
余
談
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
よ
う
な
答
え
の
逸
脱
に
こ
そ
辞
書
的

な
回
答
に
は
見
ら
れ
な
い
編
者
の
関
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ﾆニ

と
こ
ろ
で
、
世
相
批
判
を
主
意
と
し
た
逸
脱
は
、
他
に
も
見
ら
れ
る
。

シ
ヲ

ス
ル
ヲ

當
時
俗
人
ノ
着
二
法
衣
一
出
家
ノ
現
二
俗
形
一
有
其
義
如
何
。

（
１
）
更
二
不
得
心
一
其
意
。
尤
不
可
然
一
事
歎
。

力
故
二
・
サ
レ
ハ
楽
府
紫
毫
筆
ノ
段
ニ
ハ
、
以
テ
軽
シ
ク
勿
レ
書
二
制
詞
一

ス
ル
ヲ

（
「
痛
ム
」
大
）
カ
ン
ヲ

ト
云
リ
。
既
二
知
ヌ
、
書
二
制
詞
一
事
ヲ
猶
痛
ク
。
況
ヤ
背
二
制
法
一
ヲ

ヤ
。
何
二
矧
ヤ
。
僧
徒
ト
シ
テ
俗
形
ヲ
現
シ
テ
内
外
法
ヲ
違
背
セ
ン
ヲ

ノ

、
ン

ヤ
。
殊
末
世
比
丘
ハ
衣
躰
ヲ
以
テ
織
素
ヲ
分
テ
リ
。
若
假
ニ
モ
衣
服
ヲ

一
一

コ
へ
向
〆

シ
ト
ー

ノ

乱
ル
ヘ
ク
ハ
、
豈
圓
珠
二
文
質
同
キ
ヲ
虎
豹
之
卿
ハ
猶
二
犬
羊
之
靭
一
云

テ
ニ
ク
ル

ル
ニ
異
ラ
ン
ヤ
・
犬
羊
ハ
卑
キ
獣
モ
ノ
、
虎
豹
ハ
貴
キ
獣
也
・
於
皮
別
ニ

ヲ
ヨ
ル
ノ
ー

其
品
一
事
、
因
二
毛
文
一
也
・
若
其
毛
ヲ
失
テ
同
ク
ヅ
ク
リ
カ
ワ
ト
セ
ハ
、

何
ヲ
以
テ
尊
卑
ヲ
別
ン
卜
云
力
如
シ
。

縁
ト
ヤ
成
侍
ラ
ン
ナ
レ
共
、
猶
佛
法
ヲ
軽
ク
シ
法
衣
ヲ
垢
ス
罪
深
カ

ー
ニ

ル
ヘ
シ
。
何
況
ヤ
出
家
ノ
俗
形
ヲ
ヤ
。

ス
ル
ヲ

イ
ツ
ワ
リ
ヲ
ハ

ト

（
３
）
孝
経
二
賎
キ
カ
服
二
貴
服
一
謂
之
僧
上
・
僑
去
璽
僧
々
為
二
不
忠
一
・

ス
ル
キ
ヲ
ヲ
ヒ
ヨ
ク
カ
ト

ヲ
ハ
・
卜

貴
力
服
二
賎
服
一
謂
二
之
偏
下
元
価
セ
マ
ル
々
々
為
二
失
位
一
云
ヘ
リ
。
俗
ノ

ル
ニ
ヲ
ル
ト

上
二
猶
非
二
其
位
一
服
誠
ム
。
況
ヤ
ー
度
成
二
佛
弟
子
一
者
假
ニ
モ
着
二
俗

ヲ

衣
一
事
内
外
ノ
道
理
二
背
ク
上
ハ
冥
ノ
照
覧
尤
可
レ
畏
ル
、
可
レ
謹
ム
。

Ｉ

（
４
）
其
上
近
比
清
水
寺
等
、
所
々
ノ
制
札
二
俗
人
之
僧
形
出
家
之
俗

Ｃ

形
ト
侍
レ
ハ
、
世
以
テ
誠
ル
事
如
此
。
大
キ
ー
不
可
然
事
也
。
剰
画
園

ノ
習
上
。
制
法
ヲ
定
ル
事
ヲ
猶
耽
治
マ
ル
。
世
ニ
ハ
自
ラ
犯
ス
者
無
キ

（
１
）
更
二
不
得
心
一
其
意
。
尤

ス
ル
ヲ

（
２
）
但
先
ヅ
俗
人
ノ
着
二
法
衣
一

ト
云
ヘ
ハ
、
若
逆

一

一

○



者
敵
ト
ハ
成
共
、
愚
者
ヲ
友
ト
セ
サ
レ
ト
云
也
。
争
テ
カ
愚
人
心
二
伴

ノ

シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

ヒ
テ
、
賢
者
慮
ヲ
趾
サ
ラ
ン
ヤ
。
加
之
ス
人
目
二
立
行
跡
ハ
、
在

ノ

ノ

家
出
家
可
有
副
酌
事
也
。
漢
土
ニ
ハ
乱
常
科
ト
テ
徳
至
ラ
ヌ
者
異
相
ヲ

ノ
マ
、

ノ

現
ス
ル
ヲ
、
被
二
罪
科
一
也
。
人
ヲ
不
し
樟
ラ
我
力
心
任
二
振
舞
輩
習
上
、

ハ
ウ
シ
ン
カ
ウ

（
「
■
カ
ラ
ヌ
」
大
）
レ
イ
シ
ョ
ウ

亡
親
モ
角
ア
リ
キ
、
先
師
モ
兎
ヲ
ハ
シ
キ
ナ
ン
ト
善
ラ
ン
。
又
例
証

カ
ハ
ネ
ケ
カ
ス
ノ

ヲ
引
テ
我
力
不
義
ヲ
犯
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
無
キ
人
屍
ヲ
垢
事
不
孝
至

り
。
尤
歎
ク
ニ
餘
リ
ア
リ
。

テ
ウ
″

フ
ウ
コ
ン
ク
ワ

（
６
）
貞
観
政
要
二
魏
徴
力
大
宗
ヲ
諫
ル
詞
二
、
齊
威
王
問
一
淳
干
究
全
寡

卜
ム
ト

ト
ヤ
ヤ
コ
ン
カ
サ
ク
ノ
ノ
玉
フ

ノ
ノ

入
所
し
好
與
二
古
帝
王
一
同
否
。
究
日
、
古
聖
王
所
し
好
有
し
四
・
今
王

玉
フ
リ
ノ
ノ
ミ
ニ
ハ
玉
フ
ヲ
モ

ニ
ハ
ヲ
モ

所
好
唯
有
一
其
一
三
古
好
し
色
、
王
亦
好
し
之
。
古
好
レ
馬
、
王
亦
好
レ

ニ
ハ
ヲ
モ

ル
カ
ラ
ニ
ハ
玉
ブ
ヲ

之
。
古
好
レ
味
、
王
亦
好
し
之
。
唯
有
二
一
事
不
Ｆ
同
・
古
好
レ
賢
、
王

ノ
ノ
ク
シ
ト

カ
サ
ク

濁
不
し
好
。
齊
王
日
、
無
賢
可
レ
好
也
。
究
日
、
古
之
美
色
ニ
ハ
有
二

西
施
毛
塙
、
奇
味
ニ
ハ
即
龍
肝
豹
胎
、
善
馬
ニ
ハ
有
二
飛
兎
緑
耳
毛
此

ツ
フ
サ
ニ
ハ
レ
リ
ニ
ハ

等
今
既
二
無
し
之
王
之
厨
膳
後
宮
外
厩
ニ
ハ
今
備
具
。
好
し
賢
ヲ
今
以

テ
可
し
有
二
其
人
一
云
二
非
ス
ヤ
。
（
巻
一
一
‐
口
条
）

・
ソ
再
／

ス
ル
ヲ

こ
こ
で
は
、
「
當
時
俗
人
ノ
着
二
法
衣
一
出
家
ノ
現
一
俗
形
一
有
其
義
如
何
。
」

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
更
二
不
心
得
一
其
意
」
と
答
え
た
あ
と
、
（
２
）

で
は
、
『
宝
物
集
』
に
は
好
ま
し
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
波
線
部
の
説
諭
を
、

傍
線
ａ
の
よ
う
に
罪
深
い
例
と
し
て
挙
げ
、
俗
人
の
法
師
姿
を
批
判
す
る
。

続
く
（
３
）
で
は
『
孝
経
』
の
論
を
挙
げ
な
が
ら
、
僧
が
俗
形
を
現
す
こ

と
に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
る
。
（
４
）
に
「
所
々
ノ
制
札
」
と
あ

（
５
）
又
人
二
随
フ
儀
ト
云
ハ
、
其
猶
愚
也
。
楽
天
泰
中
吟
ハ
天
下
令

卜

ア
サ
ケ
ル
コ
ト
ヲ

陸
ト
ー

様
ヲ
誹
ル
詞
二
、
但
欲
愚
者
悦
不
レ
思
二
賢
者
磑
一
云
リ
。
サ
レ
ハ
智

『
壗
嚢
紗
』
に
お
け
る
知

る
が
、
『
壗
嚢
紗
』
が
制
作
さ
れ
た
文
安
年
間
よ
り
も
少
し
前
の
正
長
元
年

や
嘉
吉
元
年
に
は
、
「
俗
人
の
法
師
な
り
の
事
」
以
下
三
條
の
禁
制
を
載
せ

た
「
制
札
」
が
立
て
ら
れ
て
い
超
こ
と
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は

当
時
現
実
に
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
批

判
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
（
４
）
の
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
、
「
政
道
ノ

習
上
」
と
し
て
、
治
ま
っ
て
い
る
世
に
は
罪
を
犯
す
者
が
い
な
い
の
だ
か
ら
、

制
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
は
恥
ず
べ
き
こ
と
な
の
だ
と
い
う
説

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
制
法
に
遵
わ
い
者
へ
の
批
判
を
強
調
す
る
た
め
に
書
か

れ
た
よ
う
だ
が
、
敢
え
て
そ
の
説
を
世
相
批
判
の
前
提
と
し
て
据
え
た
こ
と

に
は
何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、

こ
の
説
を
補
強
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
た
傍
線
ｄ
「
楽
府
紫
毫
筆
ノ
段
」
の

「
以
テ
軽
斗
外
勿
書
制
詞
」
と
い
う
句
で
あ
る
。
実
際
の
白
楽
天
の
「
紫
毫

筆
」
で
は
、
こ
こ
は
「
慎
勿
空
將
歳
制
詞
」
（
い
い
加
減
に
天
子
の
お
言
葉

を
記
録
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
慎
ん
で
も
ら
い
た
順
一
と
な
っ

て
お
り
、
詩
の
内
容
も
自
注
に
「
誠
失
職
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
起
居
郎
・

（
油
）

侍
御
史
な
ど
直
言
を
職
務
と
す
る
も
の
の
怠
慢
を
い
ま
し
め
た
も
の
で
あ

っ
た
。
前
章
で
挙
げ
た
「
牡
丹
芳
」
の
引
用
態
度
か
ら
見
て
、
行
誉
は
「
新

楽
府
」
を
読
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
引
用
の
仕
方
は
い
か
に
も
不
自

然
で
あ
る
。
こ
こ
は
行
誉
の
記
憶
違
い
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
意

図
的
に
誤
っ
た
引
用
を
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
相
批
判

と
同
時
に
為
政
者
の
あ
る
べ
き
姿
を
も
強
調
し
て
お
き
た
い
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
姿
勢
は
次
の
（
５
）
（
６
）

に
も
底
通
す
る
。
（
５
）
で
、
や
は
り
白
楽
天
の
訓
諭
詩
「
泰
中
吟
」
を
引

一
一
一



き
な
が
ら
、
愚
者
に
は
随
う
な
と
い
う
教
訓
を
述
べ
た
後
に
、
（
６
）
で
は

古
の
帝
王
が
賢
を
好
ん
だ
と
い
う
話
を
載
せ
る
『
貞
観
政
要
』
を
引
用
す
る
。

『
貞
観
政
要
』
は
帝
王
経
世
の
書
で
あ
っ
苑
つ
ま
り
、
世
相
批
判

か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
逸
脱
に
は
、
政
に
携
わ
る
者
へ
の
教
訓
が
見
え
隠
れ
す

る
の
で
あ
る
。

次
に
、
勧
学
が
逸
脱
の
中
心
と
な
る
典
型
的
な
例
を
見
て
み
る
。

當
時
起
請
卜
云
事
ハ
昔
モ
ァ
リ
ケ
ル
嗽
。

（
１
）
此
事
イ
カ
、
答
へ
申
サ
ン
。
古
ヘ
モ
其
趣
キ
ハ
見
へ
タ
リ
。

（
中
略
）

ノ

（
７
）
當
時
普
ク
指
南
ト
ス
ル
ハ
、
御
式
條
ノ
起
請
也
。
是
ハ
後
堀
河

二
ノ

ノ

ノ
二

院
御
宇
貞
永
一
聖
年
七
月
鎌
倉
将
軍
藤
原
頼
経
摂
政
道
家
公
三
男
時
十

ノ
ノ
ノ
カ
ト

ー
ー

ー
歳
也
。
後
見
前
武
蔵
守
平
泰
時
許
シ
テ
奉
行
評
定
衆
姦
曲
無
ラ
ン
事

カ

フ

ヲ
誓
ハ
シ
ム
。
齊
藤
兵
衛
入
道
浄
圓
草
也
。
誠
二
政
ヲ
行
道
。
正
直

為
し
先
。

メ
ノ
ノ
ハ
ノ

ノ

（
８
）
サ
レ
ハ
法
意
者
為
し
代
為
し
国
、
正
判
為
し
公
為
し
民
ト
云
リ
。
弘
法

一
ナ

ヲ
シ

カ
、
ケ
テ

ヲ
ス

御
詞
ニ
モ
以
二
正
理
之
薬
一
治
二
訴
訟
之
病
「
挑
二
憲
法
之
灯
一
照
二
愁
歎

ヲ

ノ
ニ

ヲ
ヨ
ロ
シ
ク
カ
ニ
ス
ヲ

之
闇
一
ト
書
給
ヘ
リ
・
聖
徳
太
子
憲
法
云
二
執
事
一
群
卿
宜
レ
明
二
賞
罰
↓

レ
ト
ヲ

へ
シ

又
云
任
官
者
同
シ
ク
知
二
職
掌
毛
ヅ
カ
サ
ト
ル
コ
ト
ト
ハ
理
非
ヲ
明
メ

ン
事
ナ
ル
ヘ
シ
。

’
一
一

直
士
恨
ム
ト
云
リ
。
学
問
ヲ
先
ト
ス
ル
モ
政
道
為
ナ
ル
ヘ
シ
。

ノ
タ
ク

（
皿
）
サ
レ
ハ
信
西
入
道
出
家
ノ
比
、
院
ニ
テ
宇
治
左
府
未
若
ヲ
ハ
シ

ー
ー
一
一

ケ
ル
時
、
相
奉
リ
テ
申
シ
ヶ
ル
ハ
、
己
力
出
家
ノ
暇
申
テ
既
法
師
成
侍

一
一

リ
ナ
ン
。
其
二
付
テ
思
置
ノ
侍
ル
也
・
才
智
身
ア
マ
ル
者
ハ
、
遂
二
不

ハ
ノ
ー

運
ナ
ル
ト
人
申
テ
学
問
ヲ
物
憂
セ
ン
ス
ル
事
ノ
悲
シ
キ
也
。
君
摂
禄
家

々
〆
ノ
ミ

ス

ノ

生
レ
テ
前
途
侍
ヲ
ハ
シ
マ
ス
。
必
学
問
才
智
ヲ
極
メ
テ
。
而
モ
人
臣

ノ

位
ヲ
極
サ
セ
給
テ
己
レ
故
人
發
シ
タ
ラ
ン
邪
執
ヲ
破
り
給
ヘ
ト
申
シ
ケ

ツ
ラ
ノ
ｆ
、

ヘ

ー
ー

レ
ハ
、
情
ト
面
ヲ
守
テ
御
涙
ヲ
浮
給
ヒ
ケ
ル
カ
、
果
シ
テ
御
才
覚
朝
家

ノ

ノ

比
上
無
シ
テ
、
廿
四
御
早
彼
入
道
許
可
ヲ
蒙
リ
給
ト
也
。ノ

ハ

ー
ー

（
ｕ
）
誠
二
此
信
西
入
道
無
双
ノ
才
者
ナ
レ
ハ
、
文
談
高
名
不
し
及
レ
申
。

（
熊
野
）
モ

鳥
羽
院
ノ
御
共
ニ
テ
或
所
唐
人
ノ
ア
リ
ケ
ル
ニ
、
通
士
無
テ
色
々
二
間

ア
ヤ

答
シ
テ
ア
イ
シ
ラ
ヒ
ケ
レ
ハ
、
院
奇
シ
ミ
給
テ
イ
カ
ニ
シ
テ
角
ハ
ト
被

皆
宏
才
博
覧
マ
テ
諸
道
ヲ
知
セ
給
シ
故
、
御
政
明
カ
ニ
、
民
ノ
恨
モ
ナ

ハ

カ
リ
シ
也
。
但
シ
寛
平
ノ
御
誠
メ
ニ
、
帝
王
ノ
御
学
問
群
書
治
要
ナ
ン

ヲ
ケ

マ
テ
足
ヌ
ヘ
シ
。
雑
文
二
付
テ
政
事
妨
給
ナ
ト
ア
ル
ャ
ラ
ン
。
群
書
治

一
一

ハ
ノ
カ

要
マ
テ
定
メ
給
。
豈
広
学
ニ
ア
ラ
サ
ラ
ス
ヤ
。
此
書
太
宗
時
魏
徴
所
し
有
二

一
一

ノ

経
史
諸
子
マ
テ
ノ
名
文
ヲ
載
ダ
ル
也
。
数
已
五
十
巻
也
。
本
経
云
史
御

ノ

学
文
上
此
書
ヲ
御
覧
セ
ン
事
頗
以
広
学
ナ
ル
ヘ
シ
。

（
叩
）
角
テ
ソ
政
道
行
レ
ン
。
賞
罰
正
シ
カ
ラ
サ
ル
時
怨
ム
ル
者
多
シ

ヲ

、
ミ
タ
リ

ト
云
。
是
ヲ
以
テ
史
記
云
、
賞
空
獲
則
労
臣
怨
ム
。
罰
妄
二
加
ル
則

魚
ヲ
取
ラ
ン
力
如
ナ
ル
ヘ
シ
。

（
９
）

智
ニ
ア
レ
ハ
、
智
無
シ
テ
理
非
ヲ
弁
ヘ
ン
事
、
弓
無
鳥
射
、
網
無

一
一
一
一



ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
カ
為
也
ト
ナ
ン
。
（
巻
一
‐
媚
条
）

「
當
時
」
、
す
な
わ
ち
室
町
時
代
に
お
け
る
「
起
請
」
の
よ
う
な
も
の
が

昔
に
も
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
全
部
で
十
四
段
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
省
略
し
た
部
分
は
、
（
２
）
「
湯
起
請
」
の
例
と
し

て
弟
の
謹
言
に
よ
っ
て
訣
伐
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
武
内
宿
祢
が
探
湯
に
よ
っ

て
無
実
を
証
明
す
る
説
話
、
（
３
）
允
恭
天
皇
の
と
き
に
行
わ
れ
た
探
湯
の

話
、
（
４
）
天
竺
に
お
い
て
犯
罪
の
実
否
を
判
定
す
る
四
法
の
話
、
（
５
）

告
文
の
こ
と
、
（
６
）
漢
朝
に
お
け
る
起
請
の
起
源
に
つ
い
て
、
と
い
う
内

容
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
（
２
）
（
３
）
（
４
）
は
『
塵
袋
』
巻
六
の
「
探
湯
」

の
答
え
と
ほ
ぼ
同
じ
内
翫
で
、
と
く
に
（
３
）
（
４
）
は
『
塵
袋
』
の
説
話

ル
、

仰
ケ
レ
ハ
、
若
シ
唐
へ
御
使
ナ
ト
被
し
遣
事
モ
ャ
ト
テ
、
彼
国
ノ
詞
ヲ

習
テ
侍
也
ト
申
シ
ケ
リ
。
遣
唐
使
ノ
用
意
マ
テ
シ
ッ
ラ
ン
事
ノ
イ
カ
メ

シ
サ
ヨ
・

カ

ノ

（
Ｂ
）
サ
テ
モ
通
憲
入
道
己
不
運
ニ
テ
出
家
ス
ル
故
人
学
問
ニ
ヲ
コ
タ

ル

リ
ナ
シ
ト
テ
宇
治
殿
ヲ
勧
メ
奉
所
存
ト
宇
多
御
門
ノ
雑
文
二
付
テ
世
務

ケ

ハ

ー
ー

妨
給
ナ
ト
延
喜
帝
ヲ
誠
ヲ
ハ
シ
マ
ス
御
心
難
し
有
事
非
ス
ヤ
。
勧
メ
進

フ
キ

ス
ル
ト
制
シ
給
ト
詞
ハ
替
ル
ト
云
共
、
名
ノ
道
ヲ
思
志
ノ
深
事
ハ
一
致

ナ
ル
者
也
。

ノ

（
皿
）
サ
レ
ハ
古
文
真
宝
載
ダ
ル
仁
宗
皇
帝
勧
学
云
、

ニ
ノ
ヲ
ノ
ダ
ル
ニ
ス
レ
ハ

ニ
ニ
リ

朕
観
二
無
学
人
無
一
一
物
堪
二
比
倫
へ
若
比
二
於
草
木
↓
草
有
二
霊
芝
《

二
Ⅲ
〃

レ
ハ

一
一

一
一

レ
ハ

ー
一

木
有
し
椿
。
若
比
二
於
禽
獣
弐
有
二
鴛
鳳
へ
獣
有
し
麟
。
若
比
二
於
糞
土
手

ハ
シ
ケ
ラ
シ
ヲ
ハ
ヲ
ニ

ハ
ス
レ
ハ
ノ
ー

糞
滋
二
五
穀
「
土
養
レ
民
。
世
間
無
し
限
物
無
し
比
二
無
学
人
虫

ト
侍
ル
也
。
学
問
ヲ
ヌ
キ
ム
ル
心
其
身
正
直
ニ
シ
テ
政
務
二
邪
シ
マ

『
壗
嚢
紗
』
に
お
け
る
知

と
同
文
関
係
に
あ
る
。
『
塵
袋
』
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
「
探
湯
ト
イ
フ
事
ハ

イ
カ
ナ
ル
心
ソ
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
説
明
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
『
壗
嚢
紗
』
も
（
２
）
～
（
６
）
ま
で
は
昔
の
起
請
の
例
で
あ
り
、

問
い
の
内
容
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
問
題
の
逸
脱
は
（
７
）
を
き
っ
か
け
と
し
て
起
こ
る
。
（
７
）
で

は
そ
れ
ま
で
の
古
代
の
起
請
の
話
か
ら
、
「
當
時
」
（
室
町
時
代
）
の
起
請

に
話
題
が
移
る
。
そ
れ
は
、
今
の
起
請
に
つ
い
て
は
「
御
式
条
」
（
『
御
成

敗
式
目
』
）
の
も
の
が
手
本
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
話
題

は
「
誠
二
政
ヲ
行
道
、
正
直
為
し
先
」
と
い
う
主
張
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

こ
の
主
張
は
『
御
成
敗
式
目
』
を
政
道
の
た
め
の
規
範
と
す
る
認
識
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
禧
萢
そ
し
て
話
題
の
中
心
は
「
政
ヲ
行
道
」
へ
と
移
行
す
る
。

（
８
）
で
は
「
政
ヲ
行
道
」
を
受
け
る
形
で
、
「
理
非
」
の
決
断
に
は
「
知
」

が
必
要
で
あ
る
と
し
、
（
９
）
で
は
そ
の
例
証
と
し
て
、
日
本
の
聖
帝
た
ち

は
「
宏
学
博
覧
」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
理
想
的
な
政
が
で
き
た
と
す
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
の
例
外
と
な
り
そ
う
な
、
『
群
書
治
要
』
で
学
問
は
事
足
り

る
と
す
る
「
寛
平
ノ
御
誠
メ
」
に
つ
い
て
は
、
『
群
書
治
要
』
を
読
む
こ
と

こ
そ
が
広
学
へ
の
道
で
あ
る
と
の
主
張
に
す
り
替
え
称
』
続
く
（
四
で
は
、

（
８
）
（
９
）
を
受
け
て
「
学
問
ヲ
先
ト
ス
ル
モ
政
道
為
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
の

結
論
に
至
る
が
、
（
皿
）
で
は
そ
れ
を
『
続
古
事
談
』
の
信
西
入
道
の
説
誰

を
引
用
し
な
が
ら
強
調
す
る
。
信
西
の
説
話
は
（
、
）
（
昭
）
と
続
く
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
『
続
古
事
談
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
注
目
し

た
い
の
は
説
話
の
利
用
の
し
か
た
で
あ
る
。
（
吃
）
の
説
話
の
最
後
に
は
「
イ

カ
メ
シ
サ
ヨ
」
と
い
う
信
西
へ
の
好
意
的
な
評
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
勧
学
を

一
一
一
一
一



主
旨
と
す
る
文
脈
か
ら
は
当
然
の
帰
結
と
い
え
よ
う
が
、
出
典
と
な
っ
た
『
続

古
事
談
』
二
の
二
十
話
で
は
、
こ
の
部
分
は
「
イ
ト
コ
チ
タ
シ
」
と
い
う
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
批
判
的
な
評
語
で
あ
っ
疎
↑
同
じ
よ
う
に
『
続
古
事
談
』

二
の
十
六
話
を
要
約
し
た
（
Ｂ
）
の
前
半
で
は
、
信
西
が
宇
治
左
府
頼
長
に

学
問
を
勧
め
た
話
の
み
を
載
せ
て
い
る
が
、
出
典
で
あ
る
『
続
古
事
談
』
に

は
こ
の
後
に
続
き
が
あ
っ
た
。
亀
ト
と
周
易
の
い
ず
れ
が
深
遠
か
と
い
う
論

議
に
負
け
た
信
西
が
頼
長
に
対
し
て
「
今
ハ
御
才
智
ス
デ
ニ
朝
ニ
ア
マ
ラ
セ

給
ニ
ケ
リ
。
御
学
問
候
ベ
カ
ラ
ズ
。
若
猶
セ
サ
セ
給
ハ
ャ
、
一
定
身
ノ
タ
、

リ
ト
ナ
ル
ベ
シ
」
と
忠
告
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
こ
が
『
続

古
事
談
』
か
ら
の
抄
出
で
あ
り
、
話
の
後
半
が
意
図
的
に
削
除
さ
れ
た
こ
と

は
、
同
じ
『
壗
嚢
紗
』
巻
二
の
八
十
八
条
（
刊
本
巻
三
‐
弱
）
の
「
悠
紀
主

墓
」
の
説
明
の
際
に
、
こ
の
話
が
『
続
古
事
談
』
と
ぼ
ぼ
同
文
の
形
で
全
文

引
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
巻
一
の
四
十
五
条
で
は

勧
学
を
説
く
行
誉
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
も
の
だ
け
を
巧
み
に
利
用
し
た
例

と
い
え
る
。
『
壗
嚢
紗
』
に
は
既
存
の
説
話
集
か
ら
の
説
話
引
用
が
多
い
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
称
抄
、
そ
れ
ら
は
辞
書
的
な
用
例
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て

そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
唱
導
の
場
に
お
け
る

説
話
の
よ
う
に
、
行
誉
の
主
張
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
よ
う
に
形
や
主
旨
が

（
「
ス
、
ム
ル
」
大
）

さ
て
、
最
後
の
（
皿
）
は
、
「
学
問
ヲ
ヌ
キ
ム
ル
心
其
身
正
直
ニ
シ
テ
政

務
二
邪
シ
マ
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
カ
為
也
ト
ナ
ン
」
と
い
う
「
起
請
」
に
不
可
欠

な
「
正
直
」
と
政
道
の
た
め
の
学
問
と
を
半
ば
強
引
に
結
び
つ
け
た
よ
う
な

最
終
結
論
だ
が
、
こ
れ
は
（
７
）
の
「
誠
二
政
ヲ
行
道
。
正
直
為
し
先
」
に

変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
最
後
の
（
皿
）
は
、

呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
脚
）
で
正
直
と
学
問
と
を
結
び
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
（
７
）
か
ら
（
８
）
の
間
に
『
御
成
敗
式
目
』
を

き
っ
か
け
と
し
た
行
誉
自
身
の
政
道
論
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
（
８
）
～
（
Ｍ
）
の
説
話
引
用
を
含
め
た
逸
脱
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い

る
の
は
、
室
町
時
代
に
於
い
て
は
理
非
の
決
断
に
は
知
の
裏
付
け
が
必
要
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
理
非
を
明
ら
か
に
す
る
者
、
す
な
わ
ち
政
を
行
う
者
に
は

学
問
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
起
請
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
政
道
諭
へ
と
移
行
す
る
逸
脱
か
ら
は

多
少
強
引
な
印
象
を
受
け
る
が
、
逸
脱
の
強
引
さ
は
す
な
わ
ち
伝
え
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
と
い
う
強
い
衝
動
の
為
せ
る
業
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
行
誉
の
『
壗

嚢
紗
』
編
纂
意
図
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
行
誉
の
『
壗
嚢
紗
』
制
作
は
勧
学
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

姿
勢
は
単
な
る
「
知
」
の
供
給
で
は
な
く
、
「
知
」
の
あ
り
方
に
ま
で
踏
み

込
ん
だ
思
想
的
な
啓
蒙
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
本
に
あ
る
の
は

政
道
の
た
め
の
知
、
す
な
わ
ち
帝
王
経
世
の
学
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
答
え
の
逸
脱
は
、
問
い
に
対
す
る
答
え
を
考
証
し
て
い
る
う

ち
に
つ
い
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
る
。
こ
の
場
合
、
『
壗
嚢
妙
』
の

問
答
が
依
頼
主
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
行
誉
の
回
答
で
あ
る
と
い
う
前
提
が

必
要
な
わ
け
だ
が
、
た
し
か
に
そ
れ
を
思
わ
せ
る
言
説
は
見
ら
れ
る
。
巻
三

四

二

四



テ
御
尋
ノ
間
、
此
二
註
シ
侍
り

と
あ
る
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
問
い
が
そ
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
わ
け

で
は
な
い
。

巻
四
の
四
十
四
条
（
刊
本
巻
七
‐
４
）
「
ヅ
ス
。
チ
ヤ
ッ
ナ
ン
ト
、
云
字

ハ
何
ソ
」
は
、
禅
宗
の
隆
盛
に
よ
る
言
葉
の
乱
れ
を
嘆
き
、
自
ら
を
「
三
間

大
夫
」
（
屈
原
）
に
た
と
え
る
真
言
僧
行
誉
の
思
い
が
よ
く
現
れ
て
い
る
条

項
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
、

モ
レ

ウ
、
ル

御
尋
二
漏
ダ
ル
事
共
ヲ
モ
、
間
得
二
随
上
、
見
合
二
任
テ
少
々
注

シ
侍
り

と
い
う
言
説
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
行
誉
に
よ
る
問
答
の
創
作
が
行
わ
れ

た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
純
粋
な
創
作
で
は
な
く
、
す
で
に
問
答

の
形
を
持
つ
先
行
文
献
が
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

薙
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
に
典
拠
を
持
つ
問
答
の
答
え
が
逸
脱
し
て
ゆ

く
例
が
見
ら
れ
る
。

御
行
行
幸
ノ
義
井
幸
ノ
字
ヲ
用
ル
故
如
何
。

ト
ギ
ヨ
ゴ
カ
ウ

（
１
）
仙
院
渡
御
ヲ
ハ
御
行
ト
云
、
帝
皇
ノ
御
出
ヲ
ハ
行
幸
ト
云
也
。ノ

御
行
元
ョ
リ
ミ
ュ
キ
也
。
行
幸
モ
又
ミ
ュ
キ
ト
ヨ
ム
。
文
集
ニ
ハ
幸
一

一
一

字
ヲ
モ
ミ
ュ
キ
ト
ョ
ム
。
行
幸
々
ノ
字
ヲ
用
ル
謂
レ
ハ
大
方
ニ
ハ
沙
汰

ル

ユ
ヶ
ク

ナ
キ
ニ
ヤ
。
所
謂
本
文
ア
リ
。
天
子
ノ
行
虚
必
有
し
幸
、
依
乏
是
用
。

キ

御
行
ニ
ハ
只
行
ノ
字
ヲ
用
ル
事
、
小
野
宮
北
山
ナ
ン
ト
云
古
日
記
二
見

の
六
十
九
条
（
刊
本
巻
五
‐
ね
）
「
孟
蘭
盆
ト
云
ハ
」
の
答
え
の
末
尾
に
、

タ
リ
ト
ナ
ン
。

此
二
箇
條
ハ
年
中
行
事
ノ
所
二
付
ル
ヘ
ケ
レ
共
、
名
字
二
付
テ
別
シ

『
壗
嚢
妙
』
に
お
け
る
知

脈
郡
飛
郡
徴
割
く
川
侭
琴
辛
ノ
字
ヲ
モ
可
レ
用
ニ
ヤ
。

（
２
）
円
融
院
、
大
井
河
ニ
テ
御
遊
ア
リ
ケ
ル
ニ
、
摂
政
時
仲
三
位
ヲ

（
「
傾
」
大
）

召
テ
院
ノ
仰
ヲ
傳
ヘ
テ
参
議
ニ
ナ
サ
レ
ヶ
リ
。
人
々
項
キ
テ
、
主

チ

上
ノ
御
前
二
非
ズ
、
忽
二
参
議
二
成
ル
、
事
不
可
然
、
今
日
御
遊
イ
ミ

ケ
ウ
サ
メ

シ
カ
リ
ケ
ル
ニ
、
此
事
故
へ
興
醒
タ
リ
ト
申
サ
レ
ケ
ル
事
ア
リ
。

（
３
）
シ
カ
ア
レ
ト
モ
、
後
三
條
ノ
御
比
マ
テ
ハ
譲
国
ノ
後
、
院
中
ニ

テ
正
シ
ク
政
務
ア
リ
ト
ハ
不
し
見
。
白
川
ノ
御
時
ヨ
リ
シ
テ
始
テ
院
二

（
６
）
凡
天
下
ヲ
持
タ
ン
事
、
智
仁
勇
三
徳
ニ
ア
リ
。
尤
智
無
テ
ハ
治

や
ソ

テ
ウ
カ

ノ

ヅ

難
。
サ
レ
ハ
尭
王
重
華
ヲ
孝
門
中
ヨ
リ
尋
出
シ
テ
モ
先
其
智
ヲ
知
ン
カ

ー
ー

ソ
ネ
ミ
ネ
タ
ミ

ヨ
メ
ツ
カ
ヒ

為
、
蛾
皇
女
英
二
女
ヲ
妻
ト
ス
ル
ニ
、
二
人
共
二
嫉
妬
事
無
テ
煩

ノ

ヒ
シ
ケ
レ
ハ
、
舜
ノ
心
ユ
ウ
ナ
ル
事
ヲ
知
テ
位
ヲ
譲
給
。
舜
帝
是
也
。

キ

誠
二
二
人
妻
ヲ
並
テ
而
モ
其
心
ヲ
令
レ
喜
事
、
極
メ
テ
難
事
ナ
ル
ヘ
シ
。

立
帰
政
務
ア
ル
ヘ
キ
事
、
道
理
ニ
モ
背
、
王
者
法
ニ
モ
違
ヘ
リ
。
誠
二

サ
レ
ハ
此
比
ヨ
リ
公
家
廃
し
武
家
ハ
盛
也
。

（
「
足
ニ
カ
、
リ
テ
」
大
）

（
４
）
既
二
脱
展
ト
申
上
ハ
、
古
ワ
ラ
ク
ヅ
ノ
足
力
ヤ
リ
テ
ス
テ
マ

ニ
リ

ホ
シ
キ
ヲ
捨
ル
如
ク
コ
ソ
思
食
へ
キ
ー
、
結
句
新
主
禅
給
ヘ
ル
國
ヲ
又

天
下
次
第
三
哀
テ
、
朝
儀
皆
絶
タ
ル
ニ
コ
ソ
。

上

（
５
）
平
城
天
皇
ノ
御
宇
マ
テ
モ
此
国
ニ
モ
ア
サ
マ
ヅ
リ
事
シ
給
ケ
リ
。

（
中
略
）
嵯
峨
天
皇
ヨ
リ
以
来
、
此
儀
廃
レ
タ
レ
ト
モ
、
猶
儀
式
ハ
行

一
フ

ハ
レ
ケ
リ
。
五
位
ノ
蔵
人
二
人
ヲ
指
テ
御
椅
子
ノ
傍
二
居
テ
、
愁
ヲ
間

ノ

シ
メ
群
義
ヲ
令
レ
間
テ
後
、
間
食
テ
成
敗
セ
サ
セ
給
。
是
今
職
事
ノ
始

也
。 テ

政
ヲ
知
セ
給
ヒ
ケ
ル
・
是
朝
儀
ノ
嬢
ル
、
躰
、
政
道
ノ
乱
ル
、
姿
也
。

一

一

五



血
是
智
ノ
深
故
也
。

一
一

ノ
ヲ
コ
ト
ハ

（
７
）
仁
卜
云
ハ
慈
悲
ナ
レ
ハ
、
窮
民
憐
テ
国
煩
ヲ
止
、
民
愁
断
ル

テ
ヒ

ヘ
シ
。
姫
旦
ノ
髪
ヲ
洗
二
訴
人
来
レ
ハ
、
髪
ヲ
握
逢
、
食
ス
ル
時
愁
人

ダ

ム

到
レ
ハ
、
哺
ヲ
吐
テ
対
面
シ
給
シ
、
只
人
愁
ヲ
悲
故
也
。
哺
ヲ
吐
ト
云

ス
テ
ニ

ク

ハ
、
已
口
二
入
テ
カ
ム
物
ヲ
飲
入
事
ヲ
遅
思
テ
吐
出
ス
ナ
ル
ヘ
シ
。

是
慈
悲
ノ
義
二
非
ヤ
。

キ

ハ

（
８
）
勇
ト
ハ
イ
サ
ミ
也
。
仁
義
無
シ
テ
下
シ
モ
凌
上
乱
ル
時
、
武
ヲ

一
ナ

ム

ノ

ノ

以
是
ヲ
治
。
周
武
、
段
討
ヲ
討
、
漢
祖
秦
国
ヲ
治
シ
カ
如
シ
。
（
中
略
）

ヲ

（
９
）
若
此
器
二
叶
ハ
サ
レ
ハ
、
倹
約
以
テ
治
セ
ン
ト
見
タ
リ
。
誠
ニ

レ
ッ
、
マ
ヤ
カ

ハ

レ
ノ

己
約
ニ
シ
テ
民
ノ
費
ヘ
ヲ
思
、
国
治
ル
源
也
・
是
仁
心
ナ
ル
故
歎
。

ノ

ノ

サ
レ
ハ
和
漢
名
王
皆
倹
約
ノ
心
イ
マ
ス
。
漢
文
帝
ハ
国
ヲ
安
シ
民
ヲ
治

り
ノ
ヲ
ヌ
ヒ
メ

メ
ン
事
倹
約
ニ
ア
ル
ヘ
シ
ト
テ
、
万
事
倹
ヲ
好
給
余
、
上
書
袋
縫
集
テ
、

一
一

ノ

メ

帳
乗
テ
ソ
ヲ
ハ
シ
ケ
ル
。
上
書
袋
ト
ハ
、
賢
臣
ノ
君
ヲ
諫
奉
ル
文
ヲ
ハ

『
『
、

一
一

ウ
ル
ハ
シ
ク
ハ
白
布
二
縫
含
テ
縫
目
封
ヲ
書
テ
奉
ル
也
。
文
一
ヅ
ヌ
イ

ー
ー

ク
、
ミ
タ
ル
袋
ナ
レ
ハ
、
何
広
シ
ト
云
共
、
二
三
寸
ニ
ハ
ヨ
モ
ス
キ
シ
。

一
一

其
ヲ
ヌ
イ
ヅ
ｆ
ケ
テ
内
裡
ノ
帳
乗
ラ
レ
テ
ン
心
ハ
セ
、
ヲ
ホ
ケ
ナ
ラ
ン

事
ニ
ヤ
。
（
後
略
）
（
巻
二
‐
５
条
）

こ
れ
は
「
御
行
行
幸
ノ
義
井
幸
ノ
字
ヲ
用
ル
故
如
何
．
」
と
い
う
問
い
に

始
ま
る
問
答
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
と
答
え
の
（
１
）
の
部
分
は
次
に
挙
げ

る
『
続
古
事
談
』
二
の
第
二
十
一
話
を
引
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

四
条
大
納
言
隆
季
、
或
人
二
問
云
、
「
行
幸
ノ
幸
ノ
字
、
コ
レ
ヲ
モ

チ
ヰ
ル
、
ナ
ニ
ノ
故
ゾ
」
。
其
人
、
エ
コ
タ
エ
ザ
リ
ケ
リ
。
ソ
バ
ニ
テ

梅
小
路
中
納
言
長
方
、
「
ソ
レ
ハ
本
文
ア
リ
。
天
子
行
処
必
有
幸
、
ト

イ
ヘ
リ
・
故
二
幸
ノ
字
ヲ
用
ル
ナ
リ
・
御
幸
ニ
ハ
タ
ぐ
行
ノ
字
ヲ
用
ル
・

（
砂
）

小
野
宮
水
心
抄
ナ
ム
ド
云
、
古
キ
日
記
ニ
ハ
、
皆
御
行
ト
、
カ
キ
タ

ル
也
・
鈍
郡
、
洲
賊
部
郷
封
鋤
恕
詞
ぺ
冠
概
１
代
蔀
尋
八
部
剛
乖
剴
刊
Ｉ
至
到
銀
副
徴
刊
仙
川
。

サ
レ
バ
幸
ノ
字
用
ル
モ
、
議
タ
ガ
ハ
ザ
ル
事
也
」

と
こ
ろ
で
、
『
壗
嚢
妙
』
が
『
続
古
事
談
』
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
『
続

古
事
談
』
に
お
い
て
「
世
ノ
末
ザ
マ
」
に
は
「
上
皇
ノ
御
ユ
キ
」
に
も
「
勧

賞
」
が
あ
っ
た
と
す
る
波
線
部
の
記
述
を
、
円
融
院
を
そ
の
嗜
矢
と
す
る
と

い
う
形
に
変
え
、
帝
を
無
視
し
て
勝
手
に
勧
賞
を
行
っ
た
円
融
院
の
説
話

（
２
）
に
繋
げ
、
（
３
）
（
４
）
と
い
う
激
し
い
院
政
批
判
へ
と
展
開
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
２
）
の
説
話
は
（
１
）
と
同
じ
『
続
古
事
談
』
か
ら
の

引
用
だ
が
、
本
来
両
者
は
関
連
の
な
い
話
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
ま
り
に
も
自
然
に
繋
が
る
の
は
、
行
誉
が
か
な
り
『
続
古
事
談
』
を
読
み

込
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
に
加
え
て
、
（
１
）
の
説
話
自
体
が
出
典
た
る
『
続

古
事
談
』
の
段
階
か
ら
院
政
批
判
に
向
か
う
内
容
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
す

な
わ
ち
、
波
線
部
「
世
ノ
末
ザ
マ
ニ
ハ
」
と
い
う
言
葉
に
は
退
位
し
た
は
ず

の
上
皇
が
天
皇
と
同
等
の
権
威
を
振
る
う
こ
と
へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
妬
〉
『
壗
嚢
妙
』
の
円
融
院
個
人
に
集
約
さ
せ
る
改
変
は
そ
の
延

長
線
に
あ
る
の
で
あ
る
。
行
誉
は
『
続
古
事
談
』
の
主
意
を
理
解
し
た
う
え

で
、
周
到
に
そ
れ
を
利
用
し
た
と
い
え
る
。

さ
て
、
そ
の
後
も
答
え
の
逸
脱
は
続
き
、
理
想
の
帝
王
像
を
挙
げ
る
（
５
）

（
９
）
と
『
続
古
事
談
』
を
出
典
と
す
る
説
話
に
繋
が
る
が
、
そ
の
間
に
は

政
に
携
わ
る
者
に
必
要
な
「
智
・
仁
・
勇
」
の
徳
を
説
く
（
６
）
～
（
８
）

が
入
り
込
む
形
で
自
然
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
行
誉
の
説
話
運
用
の
卓
抜
さ

一
一
一
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か
っ
て
笹
川
祥
生
氏
が
行
誉
の
制
作
態
度
を
評
し
て
「
動
揺
す
る
社
会
に

背
を
向
け
た
行
為
」
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
荷
』
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
『
壗

嚢
紗
』
の
評
価
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
膨
大
な
書
物
の
制
作
に

は
相
当
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
あ
り
、
何
ら
か
の
強
い
動
機
が
な
け
れ
ば

為
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
壗
嚢
妙
』
は

誰
か
か
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
童
蒙
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
単
な

る
知
的
好
奇
心
を
超
え
た
、
何
か
を
伝
え
よ
う
と
す
る
強
い
力
が
横
溢
し
て

い
る
。
行
誉
に
『
壗
嚢
紗
』
制
作
を
促
し
た
の
は
、
不
安
定
な
社
会
に
終
止

に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
（
６
）
の
傍
線
部
の
「
智
」
を
最
も
重
要
と
す
る

説
と
、
そ
の
例
と
し
て
理
想
の
帝
王
で
あ
る
舜
の
説
話
が
引
用
さ
れ
る
点
は

前
章
で
の
結
論
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
．

と
こ
ろ
で
、
『
壗
嚢
紗
』
が
依
頼
人
か
ら
の
質
問
事
項
以
外
に
必
要
と
思

っ
た
も
の
を
加
え
て
問
答
形
態
で
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
誉
は

こ
の
「
行
幸
」
に
関
す
る
問
答
を
必
要
と
判
断
し
て
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
す
で
に
院
政
批
判
の
内
容
を
備
え
て
い
た
典
拠
を
巧
み
に
利
用
し

て
政
道
論
に
結
び
つ
け
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
行
誉
が
そ
れ
を
選
ん
だ
時
点

で
、
政
道
論
へ
と
繋
が
る
逸
脱
は
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
『
壗
嚢
紗
』
制
作
動
機
が
単
な
る
勧
学
で
は
な
く
、
学
問
で

得
た
知
識
を
政
道
に
ま
で
応
用
で
き
る
人
物
を
養
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
可

能
性
を
裏
付
け
る
も
の
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め
に
か
え
て

『
壗
嚢
妙
』
に
お
け
る
知

符
を
打
っ
て
く
れ
る
新
た
な
指
導
者
を
希
求
す
る
心
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人

材
育
成
の
た
め
、
正
し
い
政
道
に
必
要
な
知
、
す
な
わ
ち
先
人
の
知
恵
に
学

び
か
つ
新
し
い
問
題
に
も
対
処
で
き
る
知
を
供
給
し
た
い
と
い
う
情
熱
の
よ

う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

杢
汪（

１
）
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
と
研
究
』
第
四
二
巻
一
○
号
臨
時
号
「
編
年

体
古
典
文
学
一
三
○
○
年
史
」
（
一
九
九
七
年
八
月
）
の
「
１
４
４
１
（
嘉

吉
元
年
）
～
１
４
５
０
（
宝
徳
２
年
）
」
（
文
責
小
林
直
樹
氏
）
。

（
２
）
拙
槁
「
『
壗
嚢
妙
』
の
勧
学
性
１
１
素
問
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
論
究
日

本
文
学
』
六
十
七
号
一
九
九
七
年
十
二
月
）

（
３
）
な
お
、
引
用
本
文
は
十
五
冊
本
の
正
保
三
年
の
整
版
本
（
『
塵
添
壗
嚢

紗
・
壗
嚢
抄
』
一
九
六
八
年
臨
川
書
店
）
に
よ
っ
て
い
る
が
、
巻
の
分

け
方
は
本
来
の
七
巻
本
に
準
じ
、
写
本
の
大
東
急
記
念
文
庫
本
に
よ
っ
て

校
合
し
て
い
る
。
ま
た
、
私
に
句
読
点
を
補
っ
て
い
る
。

（
４
）
拙
槁
（
２
）

（
５
）
近
藤
春
雄
『
白
氏
文
集
と
国
文
学
新
楽
府
・
秦
中
吟
の
研
究
』
（
一

九
九
○
年
明
治
書
院
）
一
九
九
頁
。

（
６
）
吉
川
本
『
宝
物
集
』
巻
第
四
に
、

は
や
く
か
の
梵
土
の
お
も
ひ
を
な
し
て
、
た
ま
ノ
ー
仏
法
に
あ
ひ
た

て
ま
つ
れ
る
と
き
、
出
家
遁
世
し
て
、
浄
土
を
も
と
め
給
ふ
べ
き
な
り
。

婆
羅
門
、
酒
に
ゑ
い
て
僧
の
〔
ま
ね
を
〕
し
た
り
し
、
を
は
り
に
仏
を

み
た
て
ま
つ
る
事
あ
り
き
。
蓮
花
女
が
、
た
は
ぶ
れ
に
尼
の
袈
裟
を
き

一

一
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た
り
し
ゆ
へ
に
〔
の
り
を
〕
き
く
事
を
え
た
り
き
・

と
あ
る
。
（
引
用
は
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
）

（
７
）
『
古
文
孝
経
』
孔
安
国
伝
に
よ
る
。
ま
た
、
『
明
文
抄
』
一
や
、
『
関
東

御
式
目
』
（
永
仁
四
年
〈
一
二
九
六
〉
成
立
、
斉
藤
唯
浄
に
よ
る
『
御
成

敗
式
目
』
の
注
釈
書
）
に
も
こ
の
句
が
見
ら
れ
る
。

（
８
）
室
町
幕
府
追
加
法
に
は
、
次
の
禁
制
を
載
せ
る
。
（
『
中
世
法
制
資
料
集
』

第
二
巻
に
よ
る
。
）

禁
制

一
闇
刈
刎
剥
晶
朔
副
判
別
罰
付
津
臓
の
帽
に
て
面
ヲ
か
く
す
事

一
博
変
事
位
さ
い
と
り
の
事

一
鴨
河
堀
川
の
魚
を
と
る
事

右
條
々
、
堅
被
停
止
詑
、
若
有
違
犯
之
輩
者
、
可
虎
罪
科
之
由
、
所
被

仰
下
也
、
価
下
知
如
件
、

正
長
元
年
十
月
廿
三
日

（
赤
松
■
祐
）

沙
彌
判

ま
た
、
『
建
内
記
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
九
月
十
五
日
條
に
は
、

十
五
日
、
昨
日
過
妙
荘
厳
域
之
虎
、
見
及
制
札
三
ヶ
條
也
、
鴨
河
白

川
捕
魚
事
付
、
さ
い
と
り
、
側
Ⅵ
劃
劇
剰
制
叫
軋
剰
、
博
突
事
、
右
禁
制
之

趣
載
之
、
年
號
月
日
下
中
務
少
輔
源
朝
臣
判
在
之
、
傳
聞
、
此
制
札
者
、

侍
所
新
補
之
時
必
有
此
制
、
近
代
皆
如
此
云
々
、
京
極
新
補
之
間
如

此
云
々
、

と
あ
る
。

（
９
）
（
５
）
二
六
○
頁
。

（
川
）
（
５
）
二
六
○
頁
。

（
、
）
『
貞
観
政
要
』
巻
一
「
政
体
第
二
」
第
十
四
章
か
ら
の
引
用
。
た
だ
し
、

徳
川
家
康
の
命
に
よ
っ
て
慶
長
五
年
に
開
版
さ
れ
、
我
が
国
に
流
布
し
た

元
の
戈
直
に
よ
る
集
論
本
（
刊
本
）
に
は
こ
の
章
は
な
く
、
唐
朝
か
ら
我

が
国
に
伝
来
し
、
藤
原
南
家
と
菅
原
家
と
に
伝
承
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
真
本

系
統
の
伝
本
（
旧
抄
本
）
に
の
み
見
ら
れ
る
。

な
お
、
『
壗
嚢
妙
』
に
お
け
る
『
貞
観
政
要
』
本
文
の
引
用
は
、
や
は

り
政
道
に
関
わ
る
記
事
で
あ
る
巻
四
の
六
十
三
条
（
刊
本
巻
七
‐
調
）
「
人

ノ
我
心
ノ
任
ヲ
。
雅
意
二
任
卜
云
ハ
何
ナ
ル
心
ソ
」
に
も
見
ら
れ
る
。

（
、
）
『
塵
袋
』
の
方
は
、
「
探
湯
ト
イ
フ
事
ハ
イ
カ
ナ
ル
心
ソ
」
と
い
う
問
い

に
対
し
て
、

ヲ

ミ
コ
ノ
ユ
ッ
カ
フ
ト
イ
フ
事
ア
リ
・
ソ
レ
テ
イ
ノ
事
也
・
犯
人
ノ
ト
カ

ヲ

ヲ

ア
ラ
カ
フ
決
シ
テ
、
イ
ッ
ハ
リ
ア
ラ
ハ
ス
、
ハ
カ
リ
コ
ト
也
。

と
い
う
答
え
を
述
べ
た
後
、
例
証
と
し
て
（
２
）
～
（
４
）
の
説
話
に
『
万

葉
集
』
の
歌
に
出
て
く
る
「
湯
小
竹
」
に
関
す
る
考
証
を
加
え
た
も
の
を

挙
げ
る
。
ち
な
み
に
、
室
町
時
代
に
お
い
て
も
「
湯
起
請
」
は
検
断
の
際

に
嫌
疑
の
実
否
を
判
断
す
る
手
段
と
し
て
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
（
可
児
光
生
「
神
判
と
し
て
の
起
請
を
め
ぐ
っ
て
」
『
年
報
中

世
史
研
究
』
五
号
一
九
八
○
年
）

（
Ｂ
）
『
御
成
敗
式
目
』
を
政
道
の
規
範
と
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
、
新
田
一

郎
『
日
本
中
世
の
社
会
と
法
』
（
一
九
九
五
年
東
京
大
学
出
版
会
）
第

三
章
「
中
世
後
期
の
『
法
』
認
識
ｌ
『
式
目
注
釈
学
』
学
序
説
ｌ
」

に
、

二

八



（
〃
）
今
野
達
「
壗
嚢
紗
と
中
世
説
話
集
１
１
付
、
三
国
伝
記
成
立
年
代
考
へ

の
資
料
提
起
ｌ
」
（
『
専
修
国
文
』
四
号
一
九
六
八
年
九
月
）
、
お
よ

び
、
小
泉
弘
「
宝
物
集
と
壗
嚢
紗
」
（
『
語
学
文
学
』
九
号
一
九
七
一
年

「
武
家
全
盛
」
の
「
善
政
」
の
時
代
と
し
て
し
ば
し
ば
「
延
喜
天
暦

の
治
」
と
並
列
し
て
観
念
さ
れ
る
義
時
・
泰
時
の
治
世
に
制
定
さ
れ
た

「
御
成
敗
式
目
」
が
、
そ
の
「
善
政
」
の
根
本
を
な
す
規
範
と
し
て
意

識
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
鑑
み
て
も
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
「
御
成
敗
式

目
」
が
「
徳
治
」
の
正
統
性
を
証
す
る
た
め
の
根
本
的
な
規
範
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
と
い
え
る
。

（
第
四
節
「
中
世
後
期
の
『
法
』
」
）

と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
叫
）
『
明
文
抄
』
一
に
「
寛
平
御
遺
誠
」
と
し
て
、
「
天
子
雛
不
窮
経
史
百
家
。

而
有
何
所
恨
乎
。
唯
群
書
治
要
早
可
調
習
。
勿
就
雑
文
以
消
日
月
耳
・
」

を
載
せ
る
が
、
こ
こ
は
論
理
の
「
す
り
替
え
」
も
含
め
て
『
神
皇
正
統
記
』

の
「
後
宇
多
院
」
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
壗
嚢
紗
』
の
『
神
皇
正

統
記
』
引
用
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
巧
）
『
続
古
事
談
』
二
、
第
十
六
話
。

（
肥
）
神
戸
説
話
研
究
会
『
続
古
事
談
注
解
』
（
一
九
九
四
年
和
泉
書
院
）

の
、
巻
二
第
二
十
話
の
語
釈
お
よ
び
余
説
に
寺
川
真
知
夫
氏
に
よ
る
御
指

（
咽
）
た
と
え
ば
、
『
壗
嚢
妙
』
巻
一
の
三
十
二
話
「
諸
国
地
頭
卜
云
名
ハ
何

ナ
ル
故
ソ
」
の
問
答
は
『
続
古
事
談
』
二
の
二
十
二
話
を
典
拠
と
し
て
い

摘
が
あ
る
。

び
、
小

四
月
）
。

『
壗
嚢
紗
』
に
お
け
る
知

付
記
小
稿
は
、
平
成
十
年
八
月
二
十
二
日
に
南
山
大
学
に
て
行
わ
れ
た
伝

承
文
学
研
究
会
大
会
で
の
口
頭
発
表
の
内
容
に
加
筆
訂
正
し
て
成
っ
た
も
の

で
あ
る
。
発
表
時
に
、
牧
野
和
夫
氏
、
山
下
哲
郎
氏
、
他
に
橋
本
章
彦
氏
・

川
崎
剛
志
氏
に
貴
重
な
御
意
見
・
御
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝

申
し
上
げ
る
。

（
こ
す
け
が
わ
・
が
ん
た
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

る
。
ま
た
、
拙
稿
（
２
）
の
指
摘
し
た
『
東
山
往
来
』
を
典
拠
と
す
る
部

分
の
ほ
と
ん
ど
が
、
問
い
も
含
め
た
問
答
そ
の
も
の
を
引
用
し
て
い
る
。

（
ｐ
）
『
続
古
事
談
注
解
』
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
を
『
壗
嚢
紗
』
と
同
じ
「
小
野

宮
北
山
抄
と
い
ふ
ふ
る
き
日
記
」
な
ど
と
す
る
異
本
が
い
く
つ
か
存
在
す

る
。

（
加
）
『
続
古
事
談
注
解
』
の
巻
二
第
二
十
一
話
の
余
説
（
木
下
資
一
氏
文
責
）

参
照
。
ち
な
み
に
、
こ
の
部
分
も
『
神
皇
正
統
記
』
の
影
響
と
思
わ
れ
る
。

（
幻
）
『
塵
添
壗
嚢
抄
・
壗
嚢
紗
』
（
一
九
六
八
年
臨
川
書
店
）
解
題
。

二

九


